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一
 

莹

〇)

論

魏

カ

ン

ト

黑

逢

審

f

論
理
形
^

主

義

細

濟

舉

二

四
 

學
に

一
の
先
天
的
槪
念

を
®

め
ん
ビ
の
誠
實
な
る
，努
力
：を

“
爲
し
；̂

る
も
.
の
.な
る
こ
ど 

に
せ
ん

と
欲
ず
る
も
の
な

>
o::
即
ち

左
右

田
博

士
が『

未
だ

曾
て
何
人
に

f

て
も

_
發

せ

ら 

扪
た
る
こ
と
な
き
テ
ラ

*
ィ

y
コ：
ダ 

一一
£

な
ぅ
と
云
ひ

『

吾
人
の
認
識
を
し
て
對
象
に
向
は
し 

む

る(

略)

心
理
主

美
的

經
驗
主
義
に
代
ゆ
る
に
對
象
を
し
て
吾
人
の
，
識
に
向
は
し
む
る
カ
ン 

ト
の

所

鶴
コ

•へ
ル
ニ
ク
ス
の
態

度』

g ?
U

H -
J

な
t
 

云
は
る
、

i

の
.
は、博

±
に
先
だ
つ 

實
に
百
有
餘
年
の
昔
に
於
セ
之
を
認
め
之
を

_

開
發
し
た
る
も
の
あ

.0
、

而
し
て
其
人
は

®

こ
#
 

士
が
認
識
論
の
本
源
な
：る
力
ン
ト
其
人
自
ら
な
る
こ
ビ
.を
確
定
し
置
か
ん
と
欲
す
る
も
の
な 

b

。
博
士
は
必
ず
此
.事
を
熟
知
し
居
ら
る

 

> 

に
相
違

.

な
.

し
、而

も
博
士
は
前
揭
鄯
目
中
の
ニ

1 

文
に
於
て

一

言
半
句
も
此
事
に
言

a

及
，ば
ざ
る
は
果
し
て
何
故
な
り
や
。
文
畎
上

.

の
下

^

^

1

 

の
如
き
は
事

.

元
よ

&

些
細
な

りo

何
人

K
も『
ラ
ブ
ス
ス

*

カ
ラ
ミ

』

は
免
れ
ず
。
然
れ
ど
も
カ
ン 

ト
よ
&
出
で
 
> 

前
入
未
發
の
經
濟
铒
學
可
能
論
、純
理
經
濟
學
先
天

«

念
論
を
提
唱
せ
ら
る

V 

博
士
に
し
て
カ
ン
ト

R

此
く
、の如
き
企
て

(

タ
ト
へ
附
會
に
出
づ
る
に
も
也
よ
誠
實
に
企
て
ら 

れ
、而
し

V

其
附
會
ビ
否
と
、其
が
ス
ミ
ス
の
眞
に
云
ひ
し
所
な
る
と
否
と
は
、寧
ろ
度
外
说
す
る 

も
差
支
な

&
.

)

あ
る

乙

ビ
を
云
は
れ
ざ
る
は
事
決
し
て
微
少
な
ぅ
と
斷

6

去

$
雛
き
に

A

-r
6
。
 

乃
ち
先
、つ
始
め

.に
此
一
條
の
質
間
を
提
出
し
て
博
士

0
敎
を

.乞
ふ
所
：以
な
む
。

國
家
と
云
ふ
熟
宇
は
抑
も
書
經
の
昔
か
ら
用
ゐ
ら
れ
て
は
居
る
が
、支

.

®
に
於
て
ょ
國
家

M 

織
ょ
.
-

C
N

も
.
.

家
族

^

度
.か

發

逢

し

て

居

る
や
ぅ
に

.

思

は

れ
る
。

そ

れ

で

曾

.て

淸

の
顧
^

武
の

_ 

知
錄
卷

六
、
庶
民
安
故
財
用
足
の
條
の
終
に
宋
范
文

正

公
蘇

州
義

S

今
裔
孫
猶
守
其

法
、
范一 

無
.

靡
人
'V

J

附
言
し

あ
る
を
蘭
み

V
、

こ
の

范
氏

の
家
法

こ
を
は

注
意
す

可
き
も
の
で
あ
る

ビ

2

 

メ
た
の

.
で
.
‘¥ •

，
は
な
ほ
甚

^ '

不
十
分

.
で
は
あ
る

.
が

敢

て

本

誌

の

餘

白

を

、汚

す

こ

と

ゝ

し

た

。

而
し
て
本
題
に
入
る

.に
先

.
て
支
那
の
家
族
制
度
の
變
遷

.
に
就
て
種
々
の
方
面
：か
ら
說
明
せ

h 

ば
な
ら

g
.

°

•

 

.

 

i
_

 

. 

,
 

支
ガ
往
古
の
家
族
制
度
は
凡
を
何
時
頃
か
ら
崩
集
し
始
め
た
か
と
云
ふ
ビ
、支
那
の
學
者
け 

普
通

之
は
；戰
、國
の
時
代
秦
の

’
孝
公

'が
商
鞅

■を
.用

ゐ

^
當
_
.
强
兵

の
.策
；.を

_

じ

制
度
の
大
改

 ̂

竿

！卷

(
一

盖

ご

論

，
說

1

0

1 

?

ー
ー
诚
ニ

 

i
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个I

卷

(

一
五
当)

敗

龀

雜

莊

の

研

究
‘ 

第
十11

號

モ

、

を
企
て
た
時
か
ら
で
あ
る
ど
說
き
、宋
の
陳
祥
道
の
如

§

は
を
の
著
書
禮
書
の
ぅ
ち

‘

に
周
之

®

 

诉
r

族
之
法
行
故
得
以
此
繫
民
而
民
不
散
、及
秦

.

用
商
君
之
法
、富
民
有
子
則
分
居
、貧
民
有
子
則 

出
赘
由
是
其
流
及
上

.

雖
王

.

公
大
人
、亦
莫
知
有
敬
宗
之

.

道
、變
淫
後
世
^

以
爲

俗
_皿

時
哲

所
以
統 

M

之
者
特
服
紀
之
律
而
已
間
有
糾
合
宗
族
二
與
傳
不
欺
者
、則
人
與
之
、以
爲
義

f,
rJ

s

非
名
生
於 

不
足
歟
と
述
べ
て
あ
る
。
、商
鞅
が
制
度
の
大
改
革
を
行
つ
た
こ

V」

は
®
の
杜
祐
の
通
典
に
も 

論
じ
て
あ
つ
て

H

ち
孝
公
用
商
鞭
、舰
以
一
一
一
0
M
狹
人
貧
、
^

地
廣
人
寡
、故

苹

不

盡
ff
i

M

利
不
-盡 

出
於
是
誘
三
晋
之
人
、利
其
田
宅
：復
三
代
、無
知
丘
ハ
事
、而
務
本
於
內
、而
使
秦
人
應
敵
於
外
、故
廢
井 

田
i

阡
陌
任
其
所
耕
不

.限
多
少
、數

年

之
間
、國富
丘
ハ
强
、天
下
無

.敵
と
見
え
て
居
る
。
か
く
て
奧 

氏
は
井
田
受
之
於
公
，母
得
鬻
寶
、故
王
制
日
、田
里
不
粥
、秦

.開
阡
陌
、遂
得
賣
買
、兼
併
之
.忠
自
此
起 

V

J

Wじ
個
人
主

_

私
有
財
產
制
度
の
萠
芽
を
是

(•
:

認
む
る

.に
至
つ
た
。

.然
る

.に
服
部
文
學

|« 

士
の
宗
法
考
に
は
却
て

『

史
記
商
君
傅
は
商
蛱
秦
に
用
ひ
ら
れ
*
の
戎
狄
の
舊
俗
を
變
じ
た
る 

こ
と
を
叙
し
て
父
子
兄
弟
居

?:
異
に
し
產
を
分
け
し
め
た
る
こ
と
を
言
へ

S

盘
し
裳

f

の
卜 

國
の
俗
に
從
ひ
し
も
の
な
る
こ
ビ
明
な

b』
(

酸
ホ
墙
煎
と

)
ビ
說
き
個
人
主
義
の
夙
に
周
の
代
に 

發
達
し
た
る
こ
と
を
主

- «
し
た
。
玆
に
於
て
か
從
來
の
家
族
制

.度
は
粟
し

'
て
如
何
で

h

つ
2

か
之
を
明
众
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

'

r
:
i

經
の
ィ
牙
大

'

M

の
.

筹

に
雨
我
公
田
、遂
及
我
私
と
あ
.ぅ

又

1

記
の

l

i f
:

l

:

! l
M

I

S

I :
! i

;

:

n

:

>

o

而

し

て

『

t '
/

こ

ぐ

の

m

i

l

し
S

2

も

の

I

は

，

こ

於

て

か

て

f

 

J

の

私

田

が

I

s

?

記

せ

i

如
I

田

の

! 1 

{

方

て

期

作

せ

&

れ

た

办

や

否

や

は

睡

し

く

翥

 

』」

:

.

ジ

江

ク

プ

ー

一

に

行

は

？

S

I

族

共

有

制
f

杣

象

度

^

て
S

 

と
S

し

V

硏

究

I

す

る

の

は

讀

s

 

h

7 {
u

 

度

い

。

.

 

高

下

善

I

爲

三

品

、

上

田

.

！

歲

ー

f

田

ニ
歳
：

.

J

.

r
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休
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見

ゆ

る

司

空

K

別

田
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■

1S
T

,

I

I I
H

M

_

:

I I
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5
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f

:
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!

f

愈
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o
i
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激
'
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產
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0
i 
0 

二八
 

て
居
る
や
ぅ
で
あ
る

o
: 

3 &
乍
ら

' ^
を
以
て
公
田
の
乙

-/
レ
、
解
す
れ
ば
矛
®
む
起
る
が
、何
れ 

も
象
族
典
有
の
私
田
に
行
は
れ
た
習
慣
！

法
制
と
同
一

1
の
效
カ
あ
を
習
慣
に
就
て
說
い
て 

居
る
も
の
で
あ
る

^

見
れ
ば
別
に
扞
格
も
起
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

を
こ
で
周
代
の
家
族
制
度
で
あ
る
が

^

那
の
學
衮
は
之
を
宗
法
ビ
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
宗
と 

は
總
本
家
の
義
で
周
—
の
象
宰
の
條
に
は
邦
國
の
民
を
聯
綴
す
る
九
雨 

へ
以
族
得

K
.
W

說
い

y

あ
る
。
禮
記
の
大
傳
に
同
姓
、從
.宗
合
族
馬
ビ
あ 

あ
る
。
宗
伯
の
條
に
以
飲
食

^

0
^
0
宗
族
兄
弟
と
あ
る
は
機
會
あ
る
铞 

て
親
睦
を
圖
る
の
責
に
任

b

て
居
る
が
爲
で
あ
ら
ぅ
。
宗
に
大
宗
小
宗 

宗
は
永
久
に
宗
家
た
る
も
の
で
、小
宗
は
高
祖
曾
祖
祖
竝

k

顧
の
後
を
云 

代
の
下
る
に
從
て
變
ず
る

0

で
あ
る
。
諸
候
の
公
子
が
新
に
家
を
立
て 

の
喪
服
小
記
ビ
大
傅
ビ
に
記
す
所
を
取
猞
し
て
見
れ
ば
別
子
爲
»
繼
別 

有

W

世
不
遷
之
宗
、有
五
世

.則
遞
之
宗
、百
世

.石
遷
者
、

別

子
之
後
也
、宗
其
繼
別
子
所
自
出

5

.世 

不
遞
潜
也
、宗
其
繼
高
祖
潜
、五
世
則
遯
者
也

#

祖
故
敬
宗

•敬
宗
尊
祖
之
義
也

V
J

爲
る
の
で
あ
る 

次
儀
禮

:0
喪
廉

M

に
は
大
宗
奢
、尊
之
統
也
、禽
獸
知

#
、而
.不
知
父
、野
人
日
、父
母
何

算

焉
、都

a

之

の
第
五
位
に
之
を
數 

る
も
同

I

の
意
味
で 

に

^
ン
ナ
ー
を

ff
i
し 

の
區
別
が
あ
る
が
大 

ふ
の
で
を
の
數
四
、時 

'/
2
場
合
に
就
て
禮
記 

爲
太
宗
、繼
禰
爲

小
宗
、

. 

•

士
則

•知
I

矣
、大
夫
及
學

dr
iw
知

尊
II
矣
、諸
侯
及
其

犬
a

、天

子

及

其

始

祖

乏

所

自

!!
{
，«

者
尊

統
上
¥

翁
.尊
統
下
、大
宗
者
、

尊
之
統
也
、大
宗
者
收
孩
者

也
、

不
可
以
絕
、故
族
人
以
支
子
、後
大
宗
也
，
 

適
'

子
不
得
後
大
宗
ど
ぁ
る
。

.

こ
の
條

S

へ
る
大
宗
者
收
族
者
也
の
一
句
こ
そ
宗
法
復
興
論 

«
の
常
に
ロ
に
す
る
所
で
あ
る
。

而
ん
て
最
後
の
一
，句
は
別
家
の
嫡
子
は
入
て
大
宗
を
繼
ぐ 

を
得
す
、大
祭
の
絕
ゅ
る
時
は
一
一

3

i

を
以
て
之
を
繼
が
し
む
可

し

と
の
義

r

る
。

M

に 

喪

服
傅
に
は
父
子

1

體
也
、夫
妻
一

‘

體
也
、昆

弟

一
體
也
、故

父
子
首
足
也
、夫
妻
胛
合
也
寇
第
四
體 

ゼ
故
a

弟

之

義

無

分

然

而

贺

分

，者
、則
辟
子
之
私
也
、子
不
私
其
父
、則
不
成
爲
子
、故
有
來
宮
、有
西 

宮
、有

南
宫
，有
北
宮
、

興
居
同
財
、有
餘
則

歸
之
宗
、不
足
則
資
之
宗
と
見
え
て
居
る
。
自
分
は
こ
の 

ー̂

に
依
て
擇
代
に
於
け
る
家
族
共
產
制
度
を
認
め
ん
ビ
す
る
も
の
で
あ
る
。

w

m

愼
の
說
文
诹
字
に
は
宮
室
也
ど
あ
つ
て
必
ず
し
も
楝
を
異
に
し
て
別
罟
し
た
と
も
昆 

え
ぬ
が
、服
部
文
學
陴
士
は
こ
の
條
を
典
據

V」

し
て
を
の
異
居
同
財

 

<

 

云
ふ
て
無
分
を
說
く
は 

即
ち
兄
弟
分
離
の
勢
成
れ
る
が
爲
な
ぅ
ビ
說
い
た
。
俞
樾
に
至
つ
て
は
實
に
曲
園
雜
纂
中
の

. 

日
知
綠
小
筆

の

ぅ

ち

，に

禮

記

の

內

則

に

命

*

以
土
、父

子

皆

與

営

と

ぁ

る

.を
促
ら
へ
、父
子
且
然
、
 

則
兄
‘
m

興

居
可
知
ビ
て
^

經
と
禮
記

:レ
•

の
本

^

を
援
引
し
、

以此
見古
人未
嘗不
夯茜
 

第

十

一

牿
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::
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論

0 

I

の
研
究
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.

pr,
M

二
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t
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笫
十
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粉

(

5

:t
t

2

論

M

谪莊の研究

 

' 

.

作卜
'*

搜

u

o

•

遨
義
之
注

.

者
有
別
也
、分
居
而
仍
、有
無

'

相

通

者
、仁
之
主

.

於
有
恩
也

?

云
ふ
て
居

3
o

詩
經
の
小 

雅
類
.

弁
の
章
に
は
兄
，弟
親
戚
の
デ

 

'ン
ナ
ー
の

.

光
晕
を
叙
し

'

て
豈
♦

伊
異
人
、兄
弟
具
來
と
ぁ
る
の 

は
則
ち
別
居
ょ

.

6

集
ま
>

來
れ
る

4

の
^

見
^

の
で
、又
禮
記
の
內
則
比
適
子
庶
子
の
宗
子
宗 

» f

の
事
'

ふ
可
き
心
得
を
說

S

苦
#

所
献
、則
不
敢
以
入
於
宗
子
之

pr
3

と
ぁ
る

5:

援
て
適
子

rM

T 

の
別
居
せ
る
こ

w

を
斷
じ

.

た
の
で
あ
る

.

。
非
所
献
と
は
鄭
玄
の
註
に
謂
非
宗
子
之
®
所
當
服 

也
と
あ
つ
て
即
ち
本
象
ょ

&

も
立
身
出
世
し
た
場
合
を
云
ふ
の
で
あ
る
？

こ
の
俞
樾
の
說

V

 

JE

し
い
と
す
れ
.ば
兄
弟
の
別
居
は
頗
る
古
い

も
の
で
あ
る
。

但
し
史

記

の
商
哲
海
に
说
有
こ 

^

以
上
不
る
掇
者

^

其
赋
ビ
显
ぇ
又
都
を
咸
陽
に
徙
し

て
令
民
，、
父
子
兄
弟
、同
塗
內
息
者
爲
禁 

と
あ
る
を
以
て
中
國
の
風
你
を
戎
狄
に
課

し
た
も
の
と

解
す

る
は
如
何
で

あ
ら

.ぅ
か
。

兄
弟 

の
”

居
.が
當
時

三
晋
地
方
の
風
俗
で
ぁ
つ
た
！！

で
も
^ .

る
ま
い
。

_
荷
子
の
性
媪

^

に
夫
仔
^] 

而
欲
得
客
、此
人
之
情
性

'

也
、假
之
有
弟
兄
資
財

*

分
2

順
情
性
、好
利
欲
得
、乾
是
、則
兄
笫
相
拂 

奪
矣
、且
化
禮
義
之
文
理

•

苦
是
、則
讓
乎
國
人
矣
、故
順
情
性
、則

弟

兄

領

矣

、化
禮
義
、則

.

讓
乎
國
^
矣 

と
あ
る
が
、苟
卿
の

•
時
代

.に
は
天
下
滔
々
ビ
し
て
弟

.兄
皆

.利
を
爭
ふ
こ
と
、
な
つ
た
ビ
も
は
よ

漢
代

^

個
人
主

5

®

念

行

は

れ

5

族
制
皮
の
維

2

 

£

で
あ
ら

J

は
信 

ら
れ
ぬ

.

*
初
の
，辯
士

.說
客
と
し
て
名
あ

•る
陸
賈
は

®

氏
の
天
下
を
避
け
て
雍
州

I

好 

I

n

時
の

J

H

史
記
に

I

五

i

.出
所

S

得
？

 

5

千
禽 

1*
子
U

一
 一

西

S

爲
生

_

生
常

S

 

«

I

歌

S

琴

I

 

?

 

A

I警

金

，
1
 

L 

過

汝

汝

給
吾
人

I

食
極
欲
，十

日

ro
M

所
、死

家

.#
寶
劎

I

侍
從
？

の

I

 

r

レ
て
あ
る

S

人

s

 

I

し

5

 <

 

S

行
で
あ
る

,
云
ふ

S

を
見

J

规
則
ち 

印

す
る

例

外

で

あ

つ

た
i

る
の
が

穩

當
で
あ
る
。

尤

も

漢

末

に
I

世
.

同
居
が
寧 

と
^

た
ゃ
ぅ
で
後
漢
書

S

I

に

は

與

叔

父
f

同

居
，
三
世
不
分
鱗

鄉

審

其

義
と

，
 

衣

卜

パ

の

3

ち

R

意

の

こ

ノ
レ
r
 

?

 V

少
孤
、兄
弟
四
A

s

.

 

I

f

雲

、諸

婦
 ̂

求
I

又

數

有
S

之
言
、彤
深
懷
憤
歎
、乃
掩
月
自
撾
日
、繆
形
汝

.

修
_

身
職
■

 
®

 

A

之
i

.

”
 

j

J.
f

t

俗
0

不
能
正
其
家

I

及
I

聞
之
、悉
叩

頭
謝
罪

I

爲
敦
塍
之
行
と

f

J V 

る
^

£

明
|

儼
等
を

.

_

,

^

の

當

も

_

川
韓
元

S

末
名

寒

f

佐
八
十

而
S

 

#

同
?|
於
.沒
齒
、濟
北
泊
幼

(

一
作
霸
晋
時
操
行
人
也

•七
世
同
財
、家

I

怨
色
：V

,

あ
つ

2-
';

第
十
一
卷

C

I

論

耽

.

霧

研

究

り

,

I

.

號

.

三ー
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笫
十一
卷

(

.一
五
：
:ft
八)

論
説
義
姊
の
研
究

.
:

:t
l
t同

居
：
同
財
.

の
特

筆
大

書
ず
，

る
に

足
.

る)

乙
，ビ
を
示
し
七 

父
樊
重
の
こ

VJ.
を
叙
し
て
世
：

©

農
稼
好
貨
殖
、重
性
温
'厚 

苦
公
家
ビ
云
へ
る
は
農
家
で
あ
つ
て

能
く

公
家
の

如
く 

稱
し
た
も
の
で
、公
家
と
は
普
通
に
は
帝
室
の
こ
と
で
あ 

り

V
J

せ
ば
士
大
夫
の
家

'で
は
勿

ft
の
こ
と
で

あ
ら
ぅ

. 

時
人

爲
之

語

S

秀
才
不
知

*
、察

孝
廉
父
別
居
と
あ
る

第十

1
,1'

號 

三 
一

I

居
る
o

さ
れ
ど
後
漢
«
の
樊
宏

0
に
' 

荷
.

法
度
.I 
ニ
世
共

.

財
.子
孫
朝
夕
禮

敬
、
常 

累
世
同
居
の
制
度
を
守
て
居
る

V
J

推
‘ 

る
が
、員
家
に
し
て
之
に
傚
ふ
も
の
あ 

又
抱
朴
子
に
漢
杻
帝
之
世
、

3 1

相
濫
麟
、
 

は
當
時
分
居
を
以
て
恥
ビ
し
て
罟
つ

4>?

^
■
乙

と

を
.明
に
す
る
ネ
の
で
あ
る
.々

 ̂

V
.

然
る
：に
降
て
南
北
朝
の
頃
：に
•な
る
と
分
居
•は
益
々
流
行
し
て
來
た
の
で
朱
の
孝
建
巾
に
中 

W

府
錄
事
參
軍
の
職
.に

-

ぁ
る
周
殷
啓
日
く
今
士
大
夫
、父
母
在
而
兄
弟
異
居

‘

、計
十
家
而
七
、庶
人 

父
子
殊
產
、八
家
而
五
、其

*

溝
乃
危

C

:

不
相
知
、飢
寒
不
相
恤
、忌
疾
讒
害
、其
間
不
可
稱
數
、堂
明
其 

華
以
易
其
風
ビ
ぁ
る
の
で
以
て
當
時
の
江
左
の
風
を
知
る
こ
と
が
出
來
る
。

而
し
て
魏
書
の 

襄
植
傅
に
植
雖
自
州
送
祿
奉
母
、及
膽
諸
弟
，而
各
別
資

M

rf
l

M

異
5

門
數

f

や
る
の
を
見 

れ
ば
江
北
に
於
て
は
同
居
な
ほ
且
つ
財
產
を
別
に
し
た
こ
ビ
を
明
に
し
て
居
る
。
唐
に
な
つ 

て
か
ら
は

.

分
居
の
禁
令
を
下
し
た
の
で
册
府
元
龜
に
は
肅
宗
の
乾
元
元
年
四
月
に
西
姓
中
、胃

•事
親

不

孝
.

別
籍
異
財
、站
汚
風
俗
、

)®

敗
名
敎
、先
決
六
十
、配
隸
磺
西
、有
，官
品
者
，禁
身
聞
奏
と
詔
し 

た
こ

V
J

を
栽
せ
て
居
る
。パ
页
に
宋

R

な
.

つ
て
か
ら
は
太
祖

0 '
_

寶

元

年

六

月

癸

亥

に

は

荆

蜀 

の
K

.

に
向
.V

祖
父
母
，父
#

在
者
，子
孫
不

.

得
別
財
異
居
と

.

詔
し
'
一
年
八
月
丁
亥
に
は
川
峽
諸
州 

に
，IM
J

.て
察
民
有
父
母
在
、而
別
糈
與
財
者
、

|

|

死
と
，詔
し
、太

宗

の

淳

，化

元

年

九

月

辛

巳

に

川

峽

の 

K

に
向
て
父
母
在
、出
瀹
«
墻
を
禁
じ

®

に
眞
宗
の
大
中
祥
符
ニ
年
正
月
戊
辰
に
誘
人
子
弟

、g

 

家
產
者
、令
所
在
擒
補
流
配
と
詔
し
た
こ

.

ヾ

」

は
宋
史
に
記

®

し
そ
あ
る
如

<

 

で
あ
る
。
顧
炎
武 

.

は
日
知

■

卷
十
三
夯

@

の
條
に
今
之

y

«

»

多
li
t

俗
、入
彖
兒
子
、娶

婦

鲰

求

分

異

、而

老

成

之

士

、
 

有
謂

ニ

女
同
，
居
、易
生
嫌
競
、式
好

之
.道
、
莫
如
分

*
,

者
、豈
君
子

：

之

言

與
と
痛
嘆
し
て
居
る
"
然
る 

に
#

樾
は
是
を
評
し
て

*

氏
此
論
、
®

在
敎
你

M

M

非
中

«

之
®

ヾ

」

云
ふ
て
居
る
。

觅
に
め
別 

居
は
世
の
進
む
に
從
ひ
益
冷
盛
ん
に
行
は

’

る
、
や
ぅ
に
な
つ
て
來
た
。

故
.

に
.

南
北
朝
の

.

頃
か
ら
累
，世
同
居
の
家
を
義
門
と
稱
し
て
朝
廷
が
ら
旌
表
す
る

乙
ビ 

> 
な 

.つ

.て
來
た
が

*

史
上
で
最
も
有
名
な
の
は
唐
の
高
宗
.か
ら
褒
諭
を
受
け
た
張
公

®

の
寒
で

こ 

の
家
は
北
齊
の
來
安
王
永

.

樂
も
隋

■

の
大
使
梁
子
恭
も
.皆
躬
ら
訪
ふ
て
麩
维
し
た
の
で
あ
る
か 

ら

一

家
に
し
て
三

®

に
表
獎

3

れ
た
、の
で
あ
る
。
五
雜
砠
に

3R

、公
S

九
世
同
居
、高
宗
問
之
、書

T̂
*
J
.̂
.

ぐ一

3L
3L
九)

.
論

.
説

^
许
.
©
扮
究
 

.
十̂
-ニ
^

H三



J
 T

.i
-
5
u:

5

六
9

,
論
 

k

.

 

I

I

 

,

-

第
I

 

I

I

.

W
餘
以
進
.爆

0
て
、
f

齊
.家
の
訓
戒
と
し
て
用

f

 

t

居
.る
。

釋

：
史

に
，
|
 

の
陳
氏

R

就
.て
記
し

i

宗
族

'七
百
；
ロ
、
I

I

I

I

I

申
、
一

犬
不

.

1
犬
不
食

ビ
傅 

へ
て
居
る
。

浦
江
の
鄭
氏
も
亦

f

同
居

I

て
•有

春

あ

る

，
S

末
の
越

^

關
し
て一

.

の
逸
話
を
傅
.へ
て

居
る

。

趙

翼
が
序
餘
叢
#

卷
三

十
九
’爾
肋
同
居
，の

'

柴
こ
抄
，

；

し
 

て
居
る
處
に

f

と
、明
太

I

召
I

之
、退
I

I

、后
i

s

1

人
i

天
下
、今
鄭

一
 

u 

^
il
A

U

 

口

1

M
悟
、再
召
見
I

之
、問
日
、汝

家
何
I

I

、對

不
聽
I

 

-

r

ゴ

面
火
笑
免

之
と
あ
る
。
顧
炎
武
は
太

«

に
對
f

る
奉
答
の
語

t

し
て
1-
1

1

|

 

m

i

、
 

惟
不
2

人
言
f

爲

し

此

格

寫

雖
f

可
也

I

し
て

居
る
，
本

攀
 

舞
离
則
に
凡
祖
父
母
父
母
在
、而
子
孫

別
立
戶
S

異
財
產
者
、杖
一
百
、
若

m

 

f
 

立
S

分
2

產
者
、
杖
八
十
と
規
定
し
淸
朝
の
.法
律
.も
之
：ど
同
•一

で

あ

る

が

晋

0
の

I
 

rl
I

母
义

2

.
者
子

.孫
不
許
分
.財

還

、其

父
舟
許
令
分

.

.析
者
聽

ぐ

」

あ
つ

|

_

舊
惯

|

 

會

s

f

る
I

s

に

S

産
に
就
：て

u)

l

:

l
母
ノ 
％

|

及
、喪
期
中

.

。

割 

ヲ
爲
サ

f

ル
ヲ

M

則
ト
ス
ル
モ
其

I

ァ
ル
場
合

‘

々
生
前
ニ
於
テ
モ
分
糾
ス

.

,,

ト
ァ

” 

…

.(

ニ
逝
父
母
父
母
ノ
死
後
ラ
於

>

メ
承
繼
人
間

.ノ
：協
議

f

依
テ
分
割
ス
：
：
遲
ク

ト

モ
被

承
繼

A

ノ
死
後
ニ
代
ノ
後

 

一一
S

產
ヲ
分
割
シ
三
代
四
代
典
有
，ノ
者
ン
稀
ュ
シ
テ

I

?

 

ノ
死
後
ニ
三
年
ヲ
經
過
シ
タ
ル
後
ー
ー
宵
日
ヲ
選
ビ
テ
國
分
ヲ

'

行
フ
ヲ
多
シ
ト
ス

a -
i

卷
3 L
r

 

云
ふ
て
あ
る
。
淸
の
方
苞
は
乾
'隆
十
三
年
の
作
に
係
る
赫
氏
祭
田
記
の
う
ち
に
三
楚
吳
越
闕 

廣
山
難
之
間
、聚
族
而
居

*

常
數
千
百
家
ミ
云

卜
る
が
而
宗
法
無
一
能
行

S

之
に
接
し
て
記
せ 

る
が
如
く
累
世
同
居
は
行
は
れ
て
居
ら
ぬ
で
あ
ら

う
。

但
し
之
ど
姻
前
雜
レ
セ
作
つ
た

G

讨 

現
氏
重
建

.

宗
！1

記
に
抑
又
聞
、朱
子
之
後
之
蕃
育
於
閩
者
、歷

,®
繼
承
、無

貴

者

富

*

而
皆
能
崇

禮 

讓
安
贫
而
畏
蕤

_

之
人
甲
；今
謂
之

V
J

あ
る
の
を
見
れ
ば
朱
熹
の
子
孫
は
或
は
一
種
の
共
產

-i
i
i
J 

度
を
遵
守
し
て
居
る
の
で
は
無
い
か
ビ
も

M
は
れ

.

るo

春
秋
繁
露
度
制
*翁
に
孔
子
の
言
と
し 

て
拨
け
る
不
患
貧
而

.

患

不

均

と

あ
.

る
の
は
論
語
の
季
氏
篇
に
，丘
：也

.

聞
、有
國
有
家

者

、

不
患
鄭
而 

M

不
均
，不
患
贫
而
患
不
安
、蓋
均
無
貧
、和
無
寡
、安
無
傾
ビ
あ
る
の
ビ
は
多
少

S

味
も
異
る
か
も 

知
ら
ぬ

が
、

こ
の
思

想
を

♦〖

科
玉

•

條
視
せ
，る
朱
熹
の
子
孫
は
そ
の
財
産
制
度
は

-

何
れ
に
せ
ょ

Mi 

ふ
に
世
紀
每
に
激
甚
を
加
へ
來
れ
る
個
人
主
‘_
の
大
勢
に
對
し
て
は
我
不
關
焉
ビ
濟
し
て
發 

る
の

.

で
あ
ら
う
。

g

前
記
の
隊
餘
叢
考
に
趙
翼
が
數
へ
た
處
で
也
歷
代
の
義

.

門
2

史
の
孝 

義
孝
友

#

に
出
セ
届
る

.

も
の
が
南
史
十
三
'人
北
史
十

i

人
唐
書
三
十
.八

人
五
代

ニ
.人

宋

史
五

第
十一

卷

.

P
3L六

；！)

論

說

義

莊

の

研

究

<

第

十

二

姊

蛋



r
+:
一
^

(

l

M-.
u)

論

罱

範

;̂
の
研
究
_ 

.
第
十
二.

^

三」

、■
十
人
元
史
五
人
明
史

一〖

十
六
人
；

で
、同

書
に
ぼ
そ

の
^

本
紀
.

列
.傅
に

出
.セ
た
る

'
も
，の
正
史
：以
外 

の
.

他
%

R

見
え

允
る

も
.の
を
も
抄
錄
し

て
あ

る
。

大
淸
會
典
事
例
に
は

禮
，
部

風
敎
の

倐
に
雍 

正
一

一

年
か
ら
咸
豐
九
年

ま

で
の
間
に
累
世
同
居
旌
表
の
例
ニ
十
四
を
揭
げ
て

居
る
。

十
二
世 

同
居
が

'®

も
世
代
の
多
い
の
で
子
孫
一
百
五
十
餘
人
が

一

門
の
最
も
多
い
の
で
あ
る
。

三

分
居
と
梁
世
同
居

V」

の
硏
究
に
依
て
支
那
の
家
族
制
度
が
次
.第
に
個
人
主
義
の
爲
に
崩
れ 

て
來

だ

乙V
J

は
®
か
で
あ
る
が
漢
代
は
勿
論
晋
に
も
六
朝
に
も
康
に
も
有
力
な
大
家
族
が
あ 

.つ
て
或
は
帝
室
の
擁
誕
者
と
爲

6

或
は
競
爭
者
と
爲
つ
た
乙
；と
は
有
名
な
事
實

で

あ

る

。
•
劉 

禺
錫
の
朱
雀
橋
邊
野
草
花
、鳥
衣

*.
ロ
夕
陽
斜

*

時
王

.謝
堂
前
燕
、飛
入
尋
常
百
姓
家
ビ
歌
ふ
た 

の
は

1
代

.に
於
け
る
主
氏
謝
氏
の
盛
時
を
囘
想
し
て
無
量
の
感
.慨
に
堪
え
な
ん
だ
が
爲
で
あ 

る
六
朝
に

.於
け
る
豪
族
の
勢
力
牢
乎

V
J

し
て
拔
く
可
か
ら
ざ
る
も
の
あ

&

し
こ
と
は
淸

1/
J 

の
李
愛
の
江
南
氏
族
論
，

(
2
1
1
)

♦

か
能
く
之
を
盡
く
し
て
居
る
。

こ
の
論
.は
先
づ
冒
頭
に
於 

て
晋

C
於
朱
、宋

u

於
齊
、齊

G

於
梁
、梁

C

於

»
、四
代
自

C

耳
、江
南
不

G

也
、江
南
不

C

溝
、氏
族
不 

*
0
.

也
陳
氏
滅
而
江
南

I
T

故
日
江
南
之
勢
、氏
族
爲
之
：

也
、VJ

.斷

じ

次
で
晋
室
之

.東
，王
.氏
是
依
、賀
循

.

顧
S

張
其
認
、其

後
中
股
名
族
、

蟬
聯
江
左
、：
：

.

.

.
'
.市
.朝
雖
易
时

閱

無
遷
、當

此

之
時
、君

爲

客
、®

爲
主
入
、譬
之
若
迩
旅

*

然
、雄
埸

W

新
»

廬
終
在

S

 

0
し
荀
不
失
職
、

®

彼
猶
在
此
也
、又
安 

以
責
.

典
國
士
之
報
乎
、

®

當
時
之
考
亦
遂
因
成
勢
而
撫
之
、

■

前
資
而
任
岑
所
謂
寵
貴
方
來
、而
顧 

朌
如

1

者
、#

不
下
堂

.

階
W

氏
族
之
心
安
矣
、氏
族
安
而
江
南
安
.所
以
ニ
百
餘
年
之
間
、內

0
函
聞
、
 

外
釁
不
授
、其
猶
用
此
，道

也

V」

說
ぃ
て
居
る
。

江
南
の
天
子
は
甚
尨
し
く
勞
せ
る
も
禍
は
測
う 

離
く
江
南
の
貴
族
は
甚
だ
し
く
逸
せ
る
も
利
を
永
久
に
保
ち
得
た

_

の
.

で
、王
謝
袁
劉
諸
氏
ば

. 

坶
を
蹯
ら
し
肉
を
食

a

#

屐
を
飾
り
詩
書
を
吟
じ
雍
容
倡
樂
し
つ
，
而
も
を
の
家
聲
を
保
ち 

#

た
の
で
あ
る
。
江
北
に
も
勿
論
か

‘

る
名
族
が
あ
つ
‘た
の
で
杜
佑
の
通
美
に
は
北
齊
之
代
、
 

瀛
冀
諸
劉
、淸
河
張
宋
、幷
州
王
，氏
、澳
陽
候
族
、諸
如
此
輩
、近
將
萬
室
と
あ
う
又
北
史
の
薜
允
傅
に 

は
爲
河
北
太
守

^

韓
馬
雨
®
、各
ニ
千
餘
家
と
記
し
て
あ
る
が
、顧
炎
武
の
裴
村
記
に
は
汾
陰
之 

薛
憑
河

‘

保
於
石
虎

«

堅
割
據
之

I®
、而
苯
嘗
一
仕
於
其

■

.

猗
氏
之
樊
エ
、擧
_
兵
以
杭
高
歡
之 

衆
と
云
ひ
此
非
三
代
之
法
猶
#
、而
其
人
之
賢
者
、夂
率
之
琢
保
家
亢
宗
之

m

、胡
以
能
久
而
不
衰 

苦
是
と
評
し
て
居
る

0

裴
村

記

ビ
は
山
西
聞
喜
縣
の
.裴
氏

_の
故
'

鄕
に
遊
ん
で

.

そ

の
唐
と
存

C

 

を
與
に
せ
る

R

感
じ
て
.記

し

た

も

の

：
で

.
、
う
ち
に
.

蓋
：近
.

古
氏
.

族
之
：■盛
、莫
過
：於
.

唐
、而
河
中
爲
唐
.近

’，
.
第
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-
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、

M

I1
Il
_

_

t

u

q

J a
s

l

五
代

I

天
位
幾
如
囊
而
大
族
高

L

 

i

 

f
il
f

h

 

=

1

5J
J
a自
保

f

 

f

て
居
る

s

s

f

名
S

.
維
持
し
雛
く
な

？

^

u

;
m

r

瞪
！

？

 

I

は
I

氏
族
略
！

先
づ
第

i

l

®

 

^

 

^

? A
U

へ
た
J

 

I

し

て
S

隋

唐

而

上

、官

有

簿

1

2

系
、官

之
S

5

由
於

F
5 ,

;
p
:
y

I 1

■

れ
I I

箱
 
r

i

l

l

l

i

 
霊

M
e.
A
^
s
t
i
f 

f 

m

l
 

姻 

言

! f

l

p

_
! I

懸
 

I

r L

u

; 、1

;  ̂ ...

I

答

有

離

狀

以
s

擧
I

齊

管

S

晋

霧

常

侍

2

、太
«

王

霉

術

5

王
2

 

^
中

參
軍
知
撰

I
I

事
王
僧

®

之

徒

，各

有

西

家

譜

、徐勉
又

有

百
官
譜
、朱
，阿

承
.天

撰

姓

苑
，與
灸 

魏河南

.

s

S

 
ニ
®
 

5

姓
S

所
s

±

篇

氏

族

.志_

.1

W

鑛

中

大M

姓
 

系

錄

ニ

惠

、路

淳

有

ノ

衣

冠

華

述

有

開

元
if
、柳

芳

有

永

泰

譜

、柳f

 

®
略
、張
九
齡

5

谱、林

翁

I

、望

2

 

s

 

I
多
、太
概
有

I

、； 

2

 

5
、I

種
論
聲
ニ
 

I

 

f

云
ふ
て

i

る
礙
炎
武
は
崩
代
に
は
蓮
の
制
度

.の
_恃
み
難
き
を
知
ぅ
.士
族
即
ち
士
大
夫
を
重
ん
じ

ッ

で
#

;5
と
說
レ
て
技
る
が
か
る
力
故
に

M

M

の
云
へ
る
が
如
く
姓
氏
の
學
は
最
も
浙
弋

丨
盛
ん
て
ぁ
つ
た
の
で
ぁ
る
。

i
g

も
國
姓
•に
定
論
な
く
又
林
寶
が
元
和
姓
菅
作
つ
て
而
も

自

部

の

曲

來

を

知

，ら

な

か

つ

为

の

は

姓

氏

が

漸

.

く

泥
«1

し

て

來

た

か

ら

で

ぁ

る

。

故
に
顧
炎

-五
丨
氏
族
避
至

I

而
極
精
亦
至
唐
而
極
亂
、一
亂
於
朝
廷
之

.赐

.姓
、洱

亂

於

支

孽

之

胃

性

'
ーー

 

0

冷 

外
■裔

之

入

中

國

と

云

ふ

て

居

る

。

ね
る

i

朱

{

に
入
つ
て
は
上
に
引
け
る
鄭
樵
の
言

•の
如
く
系

|
|

學

は

逛

R
紊
れ
て
來
て

.
0

人
主

義

は

？

勢
力
を
得

5

た

の

で

、當
時
恰

t

 

2

 

S

.
究

的
S

5

し
て
反
抗
し

て
立
り
た
經
世
的
儒
者

.
'の
間
_に
は

小

宗
の
法
I

興
す

る
の
.議

が
主

張

：せ
ら
れ

た
。

即

I

 

f

 
卷 

i

g

.
 

p 

E 

l

i
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I
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^

1
 

,
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號
 

四
0

大
臨
は
宗
子
法
久
不
行
、今

S

 

士
夫
.夫
、亦
無
收
輝

^

法
、欲
辟
小
宗
之
法
、且

#

±

大
夫
家
行
之
と 

云

a
蘇
軾
も
亦
勸
親
睦
策
に
於
て
今
欲
敎
民
和
親
、則
其
道
必
始
於
佘
族
、

e
:欲
復
古
之
小
宗
、以 

收
天
ぃ
下

不
相
0
.

屬
之
心

V」

七
之
を
詳
論
し
て
房
る
。

隋
書
獨
孤
羅
傅
に
は
，父
信
辑
宇
文
譏
所 

誅
•羅
离
居
中
山
、孤

.貧
無
以
自
給
、齊
將
獨
孤
永
業
、以
宗
族
之
故
、見
而
哀
之
、爲
買
田
韦
遺
以
資
畜 

と
あ
，つ
て
當
時
從

.な
ほ
收
族
も
行
は
れ
た
の
で
あ
る
が
、蘇
«
の
時
に
は
世
之
人
有
親
未
盡
而 

不
相
往
來
、冠
昏
木
相
吿
，死
不
相
赴
、而
無
知
之
民
、豸
至
於
父
子
異
居
、而
兄
弟
相
訟
の
で
あ
る
。
 

而
t
.て
是
は
族
に
宗
子
な
く
之
を
紘
率
す
る
も
の
が
無
い
爲
で
あ
る
か
ら
小
宗
の
法
を
復
興 

す
可
し
ビ
說

$
て
る
。
宋
史
の

.列
傅
を
見
る
に
#
贄
は
得
る
所
の
祿
賜
を
以
て
田
を
買
ひ
族 

を
膽
は
し
た
の

.で
黨
類
以
て
浪
く
る
者
百

«

と
あ
り
、吳
查

S

肅)

は
.田
を
買
て
義
莊

V
J

爲
し
以 

て
族
黨
朋
，友
を
刺
は
し
た
ミ
あ

5
、鄭
興
裔
は
叔
父
の
贈
與
を
受
け
ず
し
て
義
迎
を
立
て
>宗 

族
を

]1
|

は
.し
た
と
あ
り
、向
子
解
は
義
莊
を
置

V
て
宗
族
の
貧
者
を
猶
は
し

/
a
.と
あ

6
、注
大
猷 

は
鄕
人
に
率
先
七
て
義
莊
二
十
餘
畝
を
置

s

た
と
あ
つ
て
、一
族
の
爲
に

*
、莊

1

置
い
て
之
を 

救
助
す
る
の
酐
劃
は
決
し

V
1.

ニ
忙
业
ま
ら
な
い
。
唐
以
來
莊
圃
の
刺
度
が
行
は
れ
た
か
ら 

義
.莊
：と
云
ふ
：熟
字
も
採
佣
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ら

'ぅ
。
但
し
一
に
は
義
田
と
も

1?
*
ば
れ
た
.の
で

I

!

,| 

I
I

あ
る
。

王
關
之
の
«
水
燕
談
錄
卷
四
，忠
孝
の
條
に
は
鉛
山
の
剑
輝
の
こ

V

J

t

w

へ
て
哀
族
人 

之
不
能
爲
生
者
、買

P

數
西

畝
以

.養

之
、四
方
之
人
、從
輝
學
者

甚

衆
、乃

擇
山
溪
勝
處

處
之
、■
大
夫 

易
其

M

、日
義
廉
社
、名
其
館
日
義
榮
齋
と
記
し
页
に
評
し
て
初
范
文
正
公
、吳
文
肅
公
、皆
有
志

S

 

«

田
、及
後
狻

.
1
1

府
、祿
赐
豐

厚

*

能
成
其
志
、

®

輝
於
初
仕

^

無
餘

§

力
爲
之

4

±

君
子
尤
以

爲
難
、と
云
ふ
て 

第
一

e

爲
6

'大
 

亦
仕
籍
中
上
也 

の
模
範

V
J

し
て

范
文
正
公
ビ

は 

代
- 0

名
‘&

で
ぁ 

古
の

.

箴
言
と
し

. 

志
を
.懷
く

 U

至 

子
戟
に
明
か
で

鲂
十一

怨

(

居
る
。

.
併
し
王
關
之
の

.®
事
に
據
る
に
輝
は
嘉
敗
四
年
の
#
政
殿
試
に
芣
下 

«

評
事
簽
書
か
ら
建
康
府
判
官
ど
爲
つ
た
の
で
、俞
樾
は
是
典
官
雖
不
甚
顯

® 

ビ
評
し
て
届
る
。
唯
を
の
地
位
が
卑
い
の
で
感
心
で
あ
る

^
云
ふ
の
で
、«
莊 

,«
常
に
范
文
正
公
の
義
猫
が
引
合
に
出
る
の
で
あ
る
。

.

四

' 

.

'

.

 

.

即
ち
范
仲
淹
で
：樞
密
副
使
參
知
政
事
陕
西
宣
撫
使
等
の
重
任
に
膺

ク

た
宋
ー 

る
。
そ
の
母
陽
樓
澈
中
の
先
天
下
之

*

而
»
、後
天
下
之
樂
而
樂
の
對
句
は
千 

.
V

,

不
朽
に
傅
は
：る.可
き
價
値
が
あ

る
。
范
仲
海
は
.何
が
故
に
義
莊
を
置
く
の 

っ
龙
か
：は

圖

書

擧

成

明

倫

彙

編

家

.

範
典
宗
族
部
®
文
部
に
收
め
て
あ
る
吿
諸 

あ
る
。
乃
ち
を
の
全
文

?:

錄
■.

す
'

る
'
o
, 

* 

,

一
:at
.六
七)

.

論

P
 

?!

莊
の
研
究
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十

}
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1
«ハ
-6
:
微魏義
独の斯
究

 

常

十

ニ

號

四

ニ

:

,

雪

_

輿
放
^

養
吾
,

汝
毋
躬
執

*

、而
胥
親

^

旨
、未
嘗
充
也
、今
取
得
厚
祿
、欲

以

養

親

®J

下 

‘

':
&

溱
，汝
#

亦
e

卑
世
、著

爾

濺

恨

谦

、忍
命
诺
遭
、專

霉

貴

ネ

藤

*

:®

吳
中
^

靖
«

衆
、お
吾
周
有 

親
疎
、澈
菩
祖

{

示
觎
之
、則
掏

®

子
職
、個
無
親
竦
也
、
,

祖
宗
之

^

嫵
*

疎
、則
.

飢
寒
者
、吾
安
得
不 

恤
也
、自
祖
宗

^

«

德
西
餘

^
.
0
飴
礙
於
菩

#

至
大
寫
若
獅
享
富
戰
胍
不
恤
宗
族
、異
日
阿
以 

混
祖
宗
於

m
下
4

何
顔

A

家
»

乎
、派
是
恩

_

例
#

■

.

常
均

M
族
上
、幷
摄
讖

f

f
l

宅
.

云
。

宋
史
の
列
傅
に
依
る

R

-

范

伸

淹

は

ニ

歲

：の

時

父

を

失

ひ

.

母

の

朱

氏

に

再
.

嫁
.す
る
時
之
に
伴 

は
れ
：て
朱
氏
を
雜
し
苦
署
麗
減
ヵ
初
渴
て
母
を
迎
へ

|

本
雜
忙

-.
@

し
た
の
で
あ
る
。
故
に
報 

屈

:0
.̂
篇

べ
«

に
_
®
を

設

杪

€

一
 

族

そ
救
濟
す
る

;0
志
.を
立
て
犮
こ
と
は
上
に
钹
け 

る

澠

水
谶
談
鉞
の

0
事

S

見
え
て

_ 
0
る
が
、
餞

公
*

の
苑
文
.正
義

'.
®

記
に
も
初
公
之
未

貴

顯
 

也
、«
有
志

淤

是
矣
、
而

.
力
未

カ

»

漭
ニ
十

S

而
爲
西

#

、及
黎
大

&

ギ
是
始
有
祿
賜
之
人
、而
終 

,3
t

出
心̂
.
 

‘て
ニ
十
年
拙
も
義
田
殼
濃
を
心
掛
け
て
居
つ

.

犮
始
末
を
明

.

に
し
て
居
る
。
實
に
范

仲 

淹
玉
世
の
孫
范

之

凍
の
注
凄
.の

ぅ

ち
に
は
伸
淹
が
深

念

保

族

之雛
、欲
爲
傅

遠

之

許

自
0
0
皇
 

M
似
來
、節
次
於
蘇
洲
無

®

*

«

«

田
獄
立
義

«

*

る
こ
ヾ

」

を
述
べ
て
居
る
の
で
あ
る
。

.

ニ
犯
仲
俺
の
美
®

劍
讖
ね
方

v

«

&

 

«

を
®

V

泡
草
し
.*
雜
則
は
所
謂
文

0£

公
初
定
親
矩
ヾ
し

し
て
傅
脉
夕
て
：居
名

^

:0

で
&

§

通
冶
で
あ
る
。

一、逐
房
計

S

米

每

口

」

升
、並
支
白
米
、如
支
糙
米
、即
臨
時
加
折
、
数
難

S J
P 4
_

細
H A

代
遂 

1

、與
女
沍
歲

'

以
止
入
數

。

' 

、

：

•

.

、

. 

.

一、女
使
有
煺
女
，莊
家
及
十

-a
t

年
、年
五
十
歳
以
上
、聽
給
米

。

•

1

多

衣
海

！5

 

i

疋
、十
歲

B

T

五
_

以
土
#

带
疋
。：

.

,

海
語
許
餘
叙
婢

.

來
1

归
、_
.

不
龙
衣
。
 

.

.

.

 

1

、有
滴
剡

- »
«

5

: «

、鲞
時
土
薇
。

 

、
 

. 

.：

5

響

霊

2

子
i

、每

5

於
掌
管
人
處
批

.

請
、不
得
预
先

IB
_

B

牙
支
請
、*
管
人

贫
«

.

瀚

狗

鍵

願

5

房

5

敷

潙
5

螫

人

自

行

破

用

、或
，探
支
蹲
人

、
.

許

0
房
鐵
_察
勘
倍

鎭
。 

. 

/ 

. 

.
V

 

■ 

J

「

鑛
女
夜

-

三
十
*

神
鮮

|

細
苒
擄
こ
十
賞
。

 

.

.

ー'
發
«

支
•

餞
二
十
賞
、再
發
不
支
。

一、
|

弟
诎
涫
人
、

.

濺
瘃
待
调
守

«

1

*

或
任
州
聚
麵

«

涫
溜

S

M

«
、難
僻
諸
房

列
、給

米 

.

賴

#

浪
：脚

«

激
廉
扳

.官
_寘
：，有
故
溜
寒
者
、亦
依
此
例
支
給
。

.

.

:

.
/

 

.

, 

菜

;5(

目
ハ
さ
，
"

灕

儺

H

V

 

. 

. 

f

h

«

、

四
3
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笫十
’一

卷
.

(
1

五七

P
)

論
說
嚷
莊
の
研
究
 

.

第
十
二
號
 

四
四

、
 

「
薇

房

喪
*

、尊
:®
.

难

秀

先

凌
.

1

外
赏
、至

'|
|

:*

又
_

支
：サ 

い

，
 

十

九
歲
以
下
、喪

鎏

通

支

七

賞

、十
五
歲

.

以
下
支
三
賞
，十
歲
以
下
支
ニ
«
七
歲
以
下
及
婢
氣 

—

 

皆
不
支

。

-

-

'

«

I 

,

、

、

ー
、
鄕早外姻親戚、
如贫齋

4
非
次
急

_
、或
.過
年
飢
不
能
度
日
，諸
房
同

*
相
度
詣
實
、即
於
義 

I

::'

、
 

田
米
內
、量
行
濟
助
。
 

.

く 

一、所
管
逐
年
米

»1

自
皇
祐
ニ
年
十
月
、支
输
逐
月
備
粮
幷
冬
衣

*

約
自
皇
祐
三
年
以
後
，

#

-T
-*

\ 

，年

豐

熟

«

溜
一
一
年
之
®
:救

遇

凶

双

、̂

給

鑛

„

ー
 

切

不

支

、双
一
一
ハ
ヰ
粮
外
有
餘
础
先
支
喪 

. 

.鎏
次
支

(

一
胙
及

)

嫁
娶
、如
页
有
餘
カ
、夂
冬
衣
、砠
所
餘
不

^

即
凶
吉
等
事

#

議
分

m
、,.勻
支 

賢
.
：
' 

給
、或

又

不

給

-0
1
]先
凶
後
吉
、或
凶
事
同
時
、即
先
尊
ロ
後
卑
ロ
、如
翁
甩
又
同
、即
以
所
亡
所
寒

先
後
支
給
、如

支

上

.#

镞
賴
苦
凶
事
外
逛
有
餘
羡
數

0

.

不
得
驩
货
、_
充
三
年
以
上
粮
貧
或 

.
 

' 

處
陳
«

、即
街
秋
成
日
、方

.#

騮
貨
、囘
換
渐
米
樁
管
。

, 

右
仰
諸
房
院
、依

此

同

共

遵

守

’〃

皇
祐
ニ
年
十
月

，
日

M 

,

資
政
殿
學
士
尙
書
禮
部
侍
郞
部
杭
州
事
范
，押。

.

范
仲
淹
は

a

祐
四
年

(

西
紀

.
I

o

五
ニ
年

)

に
六
十
阻
歲
で
死
ん
だ
の
で
為
る
か
ら
ど
の
義
莊 

規
炬
は
六
十
ニ
歳
の
時
に
定
め
た
も
の
で
ぁ
る
。
范
純
仁
の
治
平
元
年

(

西
紀

一

〇
六
四
年

)

の 

±

泰
文
中
に
は

[1
1

父
仲
海

-

先
任
資
政
殿
學

±

日
、于
蘇
州
吳
長
雨
縣
，置
田
十
餘

'

5

所
得
祖
米
、
 

自
遠
祖
而
下
諸
房
宗
族
、計
其
ロ
數
、供
給
衣
食
及
婚
嫁
喪
葬
之
用
、謂
之
義
莊
ヾ

」

ぁ
る
が
是
ょ
り 

先
荔
说
四
年

®

紀
、「

〇
五
九
年

)

は
餞
公

«

の
作
.

つ
农
范
文
正
義
田
記

.

に
は
於
其
里
中
、買
負
郭 

常
：稔
之
田
千
献

•

號
日
義

I I
!

、以
養
濟
羣
族
之
人
、：

•

:

:
嫁

女

潘

錢

五

十

〒

、再
嫁
者
一
一
一
十
干
、娶
嫌 

潘
三
十
干
、興
姿
者
十
五
干
、葬

^

如
再
嫁
之
數
、葬

幼
者
十
干
族
之
聚
考
九
十
ロ

a

入
粳
米
八
西 

斛
、以
其
所
入

^

其
所
聚
、吣
然
有
餘

M

無
窮
、仕
而
家
居
俟
代
者
與

g

t t

而
居
官
豸
、

■

勿
給
、
]i t

其 

大
較
也
と
記
し
て
ぁ

0

て
初
め

.

，は
義
田
ビ
呼
ん
だ
の
で
あ
る

.0

淳

M
九
年

(

西
紀

一

一
八
こ
年

)

 

に
九
十
ニ
歲

•

で
ぁ
.

o

た
ビ
云
ふ
簡
明
之

.

の
’中
吳
紀
聞
卷
 

一
ニ
范
文
正
公
：還
，鄕
の
條
に
は

M

 

s

 

外
庫
#

有
絹
三
千

E

、令
掌
斑
錄
親
戚
及
關
里

.

知
舊
、自
大
及
小
、

®

^

皆

盡

、
日

、
宗

族

章

黛

.'見

我

生

長
^

#

壯
4 J

爲
*

助
暑

^

何
以
報
之
又
買
負
郭
常

#

之
田
千
献
、號
日
義
田
：

.

.

.

.

.

.

.族
之
聚
潘

九
十
ロ
、歲

X

粳
稲
八
百
：

»

"

:

:

:

公
：雖
後
後

1 1
1

:

子
孫
、至
今
修
其
業
承
其
志
、如
：：公

-

稆
也
。

v
j

ぁ 

を
M

、是
は
餞
公
輔
の
記
事
に

.

據
‘

つ
次
も
の
で
是
に
逸
話
を
添
え
た
も

.

の.

で
ば

.

無
い
か
と
思
.は

m*

十

一

卷(

' .
.

五
七
一

)

論

說

蕺

贱

の

研

究

 

奶
十
，二
^

叫
五



(

i

-b
5

論
說
淡
拥
の
嚣

 

' 

1
1

1

彼

^
ミ

れ-
V
0
®

--.
'

- 
ノ
 

.

. 

. 

.

: 

+
•
'
.

■■
:
-
' 

.

.

. 
r 

.

,
.

扨
千
乘
は

^

舞
.

で
“

於
范
純

fc

が
卡
餘

.

頃
^

云
ぷ
の

^

見
る
？
千
畝
と
は
槪
數
で
あ
ら 

ラ
。
假
が
に
千
畝

.

ビ
し
て
輯
猶

A

莨
»

.

の
攸
，入
が
ぁ
つ
为

d
ず
：れ
ば
一
献
當
办
四
斗

ノ
レ
な
る 

壹
卿
ば

?

五
斗
把
當
な
の
で
あ
苏
。
時
代
ば

M
.
S
が
淸
の
方
苞
が

i

絰
葉
兄
弟
ぬ
示 

す
0 :

書
に
金
陵

Jb

田
十
畝
、
一
夫
率
家
衆
力
耕
、璺

年

種

®

不
過
三
十
餘
拉
、生

入

得

半

滅

暴

減

+

 

,

l

r

米
之
将
六
石
餘
と
あ
る

0

是
：®

小
作
人

.

側
め
評
箅
で
あ
る
が
、地
主

-

と
し
'て
も
同
じ
く
 

一
 

^

 

に
.
.
.つ
，き籾

 

ー
©

五
斗
即

^ .

玄
.

米
六
斗
を
得
、る
の
纖
定
で
あ

.

4

。
尤
'

劣
®

は
®,年
の
時
と
斷
て 

あ
る
‘

か
宋

0-
M

1

寧
八
年

?

.

紀

一:
0

S

$
.

年

)

の
^

.

»

卿
0;

上
秦
に
は

•

&

等
^

田
、«

蘇
#]
'

ニ
M

錢 

典
樽
 

一
m

E

、韻
收
米
晴
五

.

六
斗
、然

.

常
有
狍
欠
、攀
如
兩
歲
ー

.

肷
、上
闽
得

'

米
三
斗
と
あ
る
。
即
ち 

負
孰
常
職
の
田
な
れ
ば
こ
を
千
畝
で
八
商

»

の
收
A

，を
得

a：
の
で
あ
ら

5

。
W

美
K

M

E

拉 

文
0 :
-

如
ぐ
一

0

一
 

人
_

米
一
升
を
給
與
す
る
と

’

一，
箇

廉
ぼ
三
斗
、.
|
徹

年

に

三

石

六

斗

で

あ

つ 

y
、

是
を
糙
米
即
玄
米

»

斗
0 ;

米
八
升
ゆ

0
合
，.
で
訃
»

t

v

て
.

見
.

る
と
八
斛
と
な
る
。

藤
し
て
之 

を
九
十

« .

に
乘
ず
れ
ば
七
酉
贰
拾

»

ビ
«

る
の
で
、刺

餘

ば

僅
か

： .

に
八
撥

■

に
過
ぎ
ぬ
。
當
存 

$

米
'®

は
勿
驗
不
分

« '
-

^

4

る
が
、熙
寧
六
年

»

»

ー
'©
.

七
3

年

)

0

美
莊
.

-@

續
.

定
规
ff
i

の
ケ

P

に
奢

U

米
價
が

.

■

{

芬

1

實
以
上
に
な
つ
た

I

 

f

 

I

が
あ

.
a ,
’

前
^

引
い
*
呂
恵
卿 

上
奏
に
は
一
畝
の
歲
八
ー
ニ
斗
で
斗
五
十
錢
、不

過

靡

餞

；

m

五

十

鐵

と

あ
a

。
.

是

は
«

1

鑑
長
.：
 

に

诅

て

居

る

の

で

陳

書

叹

勝

寧

ニ

年

の

：.

司

馬

光
0 ;

葵
議
に
は

-

太

宗
0

時
に
：は
米
一
斗
十
餘
ー 

と
あ
つ
セ

®

餘
每
に
米
惙
の
十
餘
倍
し
た

.

こ
と
味
岳

-

珂

0 .
愧
郯
綠
に
も
旣
に
注
意
し
て
あ
プ 

今
®

々
に

j

斗
瓦
十
餞
ど
す
れ
ば
八
拾
働
は
四

‘

1

石
で
あ
る
か
ら

•

或
拾

.

五
賞
と
七
百
五
卜

.

 ̂

?

な
る

"

義
莊
規
矩
忆
名
七
十

.

七
陌
ト
睃

©

し
て
あ
る
が
、宋
で
は
太
平
興
國
ニ
年
の
諧
を
⑴
 

て
七
十
七
文
を
以
て
百
文

¥

定
め
た
の

.

で
ぁ
る

。

' 

故
に
日
冷
の
食
物

i

季
0 -

衣
服
ミ
を

, 

氣
し
て
な
ほ
底
婚
禮

»

喪
0 '

經
甍
を
支
輝
す
る
は
窗
難
の
，や

5

に
勝
ゆ
る

S

抓
、上
詆

0
0
 ̂

0 

^

記
事
に

.

據
れ
ぼ
却
て
支
給
辙
を
增
加
し
て
居
る
の
、

p

あ
る
。
但
し

_

つ
て
歡

^

ね
ば
^
 

ら
ぬ
乙
ミ
は
度

®

の
相
逾
で
假
り

R

 

i

の
度
*

衡
考
に
從
へ
ば
費
畝
は
我
が
五
六

^

 

饊
で
螫
升
呔
三
合
ニ
勺
四

»
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あ
,

4

。 

-
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淹
に
は
純

.

财
純
仁

|

禮
、純
粹

1

:

人
の
子
が
あ
つ
て
何

‘

れ
も
.

宋
史
の

.

.

列
傅
に

.

.

見
ぇ
て
.紀
 

る
”

純

4
1

は
尙
書

’

右
儍

射

ま
.
.

で

陞

々

建

中

靖

諷

元

年

藤

紀

一

.

「

〇

一
年

)

に

七

十
5

を
极
ず 

終

か

s
v

i
?

る

に
S

;

.

治
S

S

紀

一

2

ハ
四
|

封

府

聖

Q

S

で
ぁ 

.

翁
i

赞
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說
鶬
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の
研
究
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第
十
二
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’

四

八
■'

■

'

令
た

.

.

_

義
莊
0 :

規
^

0 :
'

紊
れ

.

於
の

5:
:

,

觀
て

^

諸
#

字
.機
 

之
、人
、州

—

旣
無
勅
、修
、本 

家
難
爲
伸
理

.

五
七
年
間
、漸

M

廢
墩
、遂
使
怖
赛
無
依
と
七
諸
房
の
子
弟
の
親
®
に
違
犯
し
た
る 

際
は
官
司
に
於

y

吿
.

訴
? :

受
理

.

す
る
や
ぅ
に
蘇
州
に
命
令
を
降

3

ん

乙
と
を
請
ひ
-勅
許
を
得 

た
。

玆:

に
於
て
か
菸
玛
義
莊
規
矩
ぱ
政
府
の
公
認
を
經
左
の
で
あ
る
。
宋
史
に
も
純
仁
を
評 

し
て
自
爲
布
衣
：至
宰
相
、廉
儉

#

一、趴
得
俸
皿
、皆
以
廣
義
莊
ヒ
あ
り
、淸
の
魯
仕
麟
の
陳
氏
義
莊 

記
に
ば
文
正
公
始
置
田
千
献
、至
忠
宣
公
、遂
廣
爲
三
千
畝
ビ
あ
つ
て
范
純
仁
の
義
莊
を
三
倍
に 

し
た

乙

S
を

S

ふ
て
居

る

が
、_

莊
の
規
矩
も
亦
熙
寧
六
年

(

西
紀
一
〇
七
三
年

)

か
ら
政
和
五
年 

西
紀

.

一，
一
一
五
年

)

ま
勢
：の
間
に
前
後
十

.

囘
ほ
ど
增

» ■

せ
ら
れ
た
。
熙
寧
六
年
の
追
加
で
は
諸 

位
子
弟
得
大
比
就
渚
、每
人
支
餞

1

十
賞
文
、再
貢
者
減
半
と
..定
め
て
官
斑
聲
庸
試
驗
に
應
ず
る 

屯
の
、
爲
に
補
助
す
る
こ

S

V

な
し
即

E L

螂

而

無

故

不

鱿

者

逍
»

と
：斷
つ
て
あ
る
。

又
諸
位 

子
弟
內
、選

曾
# ■

'

解

、或

預

貢

有

士

狩

者

一

一

人

•

充
諸
位
數
授
、月
給

_

米
五

*

石
:

——

若
生
徒
不
及 

六
人
、止
給
三
衣
、及
八
人
給
四
石
、及
十
人
全
給

-

あ
つ
て
こ
の

•

時
か
ら

i

族
子
弟
の
敎
育
に
就 

V

も

ft
劍
が

'

立
で
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

0
0
一一 
年

®
紀
一
〇
九
五

年)

の
追
：，

加
に

兄
弟
同
居

* 

衆
、輿
奴
婢
丹
米
、通
不
得
累
過
五
人
ビ
办

6
註
に
謂
如
七
人
或
八
人
同
居
、止
共
支
奴
婢
米
五
人

之
類
と
あ
る
の
は
兄
弟
同
居
の
行
は
れ

^

こ
ビ
を
示
す

4

の
で
V

未
發
不
給
奴
婢
米
の
註
に

0 

未
爽
而
有
女
使
生
子
、在
家
及
十
芄
年
、年
五
十
歲
以
上
漭
、自
依
規
給
米
ど
あ
る
の
は
范
仲
俺
の 

規
烟
-

の
第

1
1
1
.

條
の
.

意
義
を
明

0
な
ら
し

U
る
も
の
で
あ
る

.

。

以

上

は

何

れ

も

范

純

：仁

即

ち

‘一一
 

相
.
.

公
の
修

«■

に
係
る
も
の
で
あ
る
が
元
符
元
年
に
は
純
仁
の
外
三
右
丞
.純
禮
も
五
侍
郞
純
粹 

も

共
に
之
が

.

相
談
.

に
與
つ
：て
十
項
を
定
め
最
後
に

0
有

規

矩

所

載

不

盡

事

理

'、掌
管
人
、與
諸
位 

共
議
定
保
明
、同
中
文

.;£

.位
ビ
記
し
て
あ
る
。
范
仲
淹
の

.

.嫡
統
に

_
_
_吿
す

.る
の
で
あ
る
。
降
て 

大
，觀

元
年

(

西
紀

.

一' 

一
〇
セ
年)

に
范
純
粹

が
定
め
た
も
の

K
は
.諸

位

輒
取
外
姓
、以
爲
巳

子
、
胃
請 

;J

米
#

、勿

給
、
許
諸
，位

®

察
報
.義
莊

•義

莊
不
爲

受

理
，
許
諸
位
徑

(
I

作
同

)

申
文
正

■

位
、
公
議
.移
平

江 

府
理
斷

ビ

/ /

る
。
■

平
江
：府
は
即
ち
宋

.代
に
於
け
る
蘇
州
地
方
の

.官
廳
で

.あ
る

o

但
し
法
律
は 

既
往

.

.に
翅
ち
ず
で
其

大
觀
元

年
七
;]
以
fj
已
收
養
給
米
者
、不

得
追

m

と

明
記
し
て
あ
る
。

か 

く V

純
粹
ば
政
和
七
牟

{

西
紀
；I:

.1J
I:

七

年)

規
矩
を
石

技
刻
し
て
蘇

州
減
外
の
天
平

山
白
雲

寺 

文
正
公
祠
堂
の
：侧

に

0
き
之

t
不
朽
.

R

傅
へ
た
の
で
あ
る
。
な
ほ
尙
友
錄

R

は
范
伸
淹
の
猶 

子
純
-

誠

に

就

て

記

し

て

文

正

置

，義
田
、皆

純

誠

辨

.

習
と
あ
る
。
思
ふ
じ
義
莊
當
初
の
管
理
に
は 

最
も
功
勞
が
あ
ク

*

の
：
で
み
ち
戈
。 

ゝ

$

i

 

(

1

3 1
.

七
3 £)

論

^

餞莊の研究

 

節
t

a

四九



猶
十一

卷

.(

5

七六)

論
説

.

韻’热の研究

 

婼
ir
t

s

j/
L

o

,

: 

.

然
る
に
.

范
伸
淹
五
、世
の
：孫

范

之

柔

の

满

に

至

て

同

胞

)

し
典
に
義
'莊
の
囘
復
を
圖
ら
ざ
る
を 

I
得
ざ
：る

R

及
ん
だ
。

是
ば
范

.之

_
.の
嘉
寒

1
.ニ
年
{西

«

4
 
ニ 

I 

0
年)

の
上
：泰
文
中
に
委
曲
を
零 

L

て
居
る
が
、即
ち
を

.の
一
節
を
抄
錄
す

.れ
ば

0

0

渡
.之
後
、雕
田
畆
猶
存
、旅
莊
宅
焚
毀
，寄
禀
墳 

S

寓
民
"舍
滅

*

百
出
、盡
失
初
意
、慶
元
初
、

®

».
兄
弟
、始

.協

.謀
同
力
、盡
.

f e

故
基
，漸
還
舊
観
，察
定 

.
約
東
加

^

於
前
ビ
あ
る
。
又
蘇
州
府
志
范
氏
義
宅

’の
條
に
も
ぞ
の
建
炎
兵
«
、慶

 
一

P

中
公
六

A 

孫
鹿

®
復
完
之
と
見
：え
て
居
る
。

慶
元
ニ
年
荷
紀

r 

'一
 

九
六
年

)

の
續
添
條
約
な
る
も
の
は
即 

ち
范
之
柔
の

.筆
‘に
腐

0
た
の
で
あ
る
。
之
菜
は
次
で
左
同
諫
の
職
に
上
り
力
の
で
即
ち
朝
廷 

に
向
て
治
平
元
年
の
先
例
に
傚
ひ

»

定
規
矩

.の
公
認
を
請
び
'而
し
て
を
の
識
は
容
れ
ら
れ
た 

の
で
あ
つ
た

' 
范
伸
淹

a
義
莊
規
矩
を
は
じ
め
と
し
て
純
仁
純
禮
純
粹
.の
追
加
鸽
に
之
齋
の 

こ
の
續
定
规
处
は
純
仁
之
柔
の
上
奏
文
と
共
に
之
を
ー
括
心
て
范
氏
義

'莊
规
飯

V
J

題
し
、陶
宗 

儀

§
說
部
第
七

^

!

局
の
ぅ
ち
机
收
め
ら
れ
て
あ
る

.が
、劉

.際
淸
の
靑
照
堂
繼
書

^
も
亦
圖

#

.

集
成
の
家
範
典
翁
族
總
論
に
も
載
せ
.て
あ
る
。
文
辭
に
少
し
は
異
同
も
あ
る
が
意
味
を
害
す 

る
程

0

相
：違
で
は
無

W

O

 

:

五
： 

：、

' 

,

范
伸
派
ヵ
初
办
七
義
莊

0 .
.

规
知
ぎ
足
め
た
は
，

1

述
の
'

如
く
墓

'

祐」

|

年(
西
^

一
 

0

3 L
Q .
®

®.
p r 

乙
と
で
あ
る
が

^

の
@

4

$

の
敗
氏
.義

艇

記

に

^ .

跋

處

の

翁

莊

に

0
及
し
.

て
傅
千
餘
年
、至
：國 

朝
4

子
孫
倘
有
塯
千
畝
器
、其
遺

#

之
長
如
此
、と
云
ぶ
て
居
る
。

'.
-

魯
体
鱗
は
乾

»

辛
»

3

 

2

 

- 

七
七
；

i

^-
.

0 :

翁
士
で
办
る
か
ら
千
餘
年
と
云
ぶ
み
は
聊
か
文
飾

.

に

過

ぐ

る

の

嫌

が

あ

る

。
.
併 

し

方

苞

も

餘

氏

银

，£
記
の
 

>

>

ち
に
云
ふ
て
展
各

_

如
く
世
士
大
夫
、間
有
慕
效
者
、不
苒
世
而
子 

孫
族
人
瓜
分
典
義

&

砥
檄
棄
之
と
云
ふ
の
が
普
通
で
あ
る

0 '

に
、«
M 
& 

_

芘

C
v

み
は
^

く
^

く
傅
は

o-
Y

i

義
胳
の
こ
と
を
卩
に
す
る

%

の

>典
據
ビ
な
ク
た

0

:
是
は
方
苞
の
云
へ
る
が
如

.

ぐ
非
以
其
龜

m

之
多
、乃
文
茈
忠
宣
之
德
行
功
業

-

足

以

覆

露

其

子

孫

、以

陰

爲

之

保

定

が

爲

；め
で 

各

ら

ぅ

r
:
5

v

庥
志
文
疋
書
说

'0
'

條
に
.

據
る
に
宋
の
末
咸
淳
十

^

西
紀
ー
ニ
七
吗
年

)

に
平
江 

0

鉗
府
潜
說
犮
が
上
奏
し
：て
今
の
蘇
州
の
普
濟
橋
旁

.

雍
熙
へ
寺
の
後
攻
る
范
氏
義
宅
の

®

に

祠

_

を
建
て
：范
仲
淹
ど
も
の
陴
子

S

を
興
ヶ
、公

田
3

百
餘
敬
を
喪
附
し
て
そ
の
大
宗
の
子
孫
を
し 

て
祭
事
釔
生
ら
し

.

冷
左
と
あ
る

.

が
、尋
で
ー
兀
ゆ
至
正
：六
年

(

西
紀
 

一
H

四

六
®

^ .

廉

訪

僉

事

聰

承

ダ 

條

ビ
f t

瞥

.#

築
# :

と
か
上
集
し
て
：祠

を

改

柃

て

^

正
衡
院
と
爲
し
ー
敎
官
&
設
け
ず
し
て
范
灾

 

一
 

奴
货
i

&

以
て
之
を
主

6

し
め
た
办
も
、亦
文
馬
餘
德

.
0 .

致
す
■

>

!>

る
k

見
i

可
.

き
で
あ
る

。

\

锻
十
5

 

(一

五七七

)

.

論

訛

_莊の研究

 

第
卜二
號



第
十

5

 

n

五七八

)

饊
說
霞
の
破
犯

 

苹

ニ

號

芄

ニ
 

時
に
文

.

M

0

祠
釔
预
づ
て

居
づ

た

の

は
范
仲
淹
八
：世

の

孫

文

英

で

あ

る

。
‘
を

の
後
明

の
离
勝
' 

中
巡
按
御
史

邵

.陛
は
先
憂
間
を
建
て
た
が
，張
大
純
の
姑
蘇
釆
風

類
記
'

に
は

康

照
+

 

ニ 
S

 

ニ 

十
世

.孫
，
浙
岡

總
督
承
謨

論

忠
負
.與

翰
林
院

_

修
0

必
英
重
修
，今
三

_
+
.

H
—

«

公

之
弟
諱
承 

.

動
總
督
江
南
江
！

i
：

兩
省
、復
鳩
エ
庀
材
.凡
堂
寢
廊
廡
，及
先
憂
閣
後
樂
櫻
、忠
宣
文
肅
少
參
等
祠
，皆 

次
第
鼎
新
、

#

勒
所
撰
世
德
源
流
碑
記

»

院
之
前

■靡
石
坊
、顏
日
世
濟
忠
直
ど
あ
る

o

少
參
と
は 

後

碑
記
す
、參
議
允
臨

.で
あ
ら
う
、文
肅
と
は
淸
の
李
元

®

.の
先
正
事

' 略
'の

開

卷

第

一

に

載

.せ
て 

あ
る
范
文
程
の

こ
S

で
、游
赐
郎
ぢ
舉
.天
の
出
身
で
は
あ
る
が
范
仲
淹
の
後
裔
で
夙
に
淸
の
太 

‘祖
努
爾
哈
赤
に
仕
べ
考
德
ニ
年
に
は
秘
書
院
大
學
士
に
任
發
ら
れ

.を
の
子
承
謨
承
動
等
％
重 

.用

.せ
ら
れ

*

の
で
李
元
度
は
之
を
漢

’の
if
何
張
良
唐
の
房
玄
齡

'杜
如
晦
、宋
の
趙
普
、元
の
耶
雜 

楚
材
、明
の
劉
基
に
比
し
て
居
る
。
蘇
州
府
志
文
芷
書
院
の
條
に
康
熙
四
十
四
年
、聖
祖
仁
皇
帝 

南
巡
I f
e

御
.

書
额
！

n

濟
時
良
相
と
あ

.

.

る
0

は
^

し
故
あ
う

.

と
'

評
す
，可

き

で

あ

る

。

こ
の
書
は
览 

隆
‘

十
三
年
の
修
撰
で
あ
る
が

/

C

の
う
ち
に
收

.

め
て
あ
る
、乾
隆
癸
亥

(

八
年

)

に
雅
爾
哈
善
の
作
つ 

た
重
修
文
正
書
院
記
に
茧
明
中

.

葉
、其
田

*

爲
豪
猾
侵
臌
、灘
守
況
公
鍾

*

力
.

勘
復
：之
、後
十
七
世
孫 

參
議
公
允
臨
復
助
千
献
、本
朝
西
年
來
、族
姓
益
繁
，田
之
所
入
、

i t

忠
不
足

«

'

ぉ
セ
年
、

-®

奉
先
A

命
'

增
避
田
十
頃
幷
前
總
三
千
餘
猶

*此
義
田
僧
廣
之
大
略
也
、ヒ記
，し
て
あ

.る

.0
又

王

琬

の

撰

に

係

る
允
臨

.の
墓
碑
に
は
自
文
正
公
置
膽
族
義
田
三
十
頃
、至
明
季
、僅

.存
三
之
一
、允
臨
.復
以
脛
田
ナ

頃
佐
其
入
、人
稱
其
善
繼
云
と
見
え
て
居
る
。
：
但
し

*

桂
.芬
の
武
难
碰
氏
義
莊
記
.̂
忠
宣
淸
摩

少
參
忠
貞
累
世
遞
益
之
と
ぁ
る
忠
貞
は
文
撕
に
止
る
で
あ
ら
ぅ
。
览
に
蘇
咧

^

志
の

.本
文

^

は
乾
膨
九
年
微
孫
典
槪
增
置
田
ー
頃
ビ
ぁ
つ

.
て
范
氏

«|
ff
i

盛
衮
の
：槪
略
は
之
を
迪
り
得
る
の 

で
あ
る
。

. 

J 

•.
 

.
, 

- 

鬼
に
声

^

氏
の
識
莊
は
七
八
西
年
の
間
模
範
と
な
つ
て
新
に
義

ff
i

を
酸
く
る
も
の
は
を
の 

規
0

に
做
ひ
氣

r

者
の
義

. *

記

?:
作

る

も

の

は

必

ず

之

に

叙

及

せ

ざ

る

は

無

い

の

で

例

へ

ば

淸 

朝
に
な
つ
て
方
苞
で
も
錢
大
昕
で
も
馮
桂
芬
で
も
兪
樾
で
も
近
く
は
繆
莶
孫
で
も
乙
の
例
に 

波
.

る
.

、
も
の
は
無
い
。
伹
ん
方
苞
に
至
つ
て
は
范
氏
の
耀
矩
に
對
も
て
多
少
の
批
評
を
加
へ
、
 

五
十
七
歲
の
時
に
姪
道
希
兄
弟
に
示
し
た
書
中
に
は
吳

.

郡
范
氏
義
田
、針
ロ
授

«

俾
愚
者

m

於 

作
業
、非
義
也
、五

材

百

⑽
、民
皆
用
之

^

各
有
職
業
家
能
易
作
、然

#

.其
享
之
也
安
«
故
而
坐
收
其 

利
考
天

所
禍
也

VJ.

云
ひ
：、更

|-
:

七
十
五
歲
の
時
に
作
つ
た
敎
忠
祠
祭
田
條
目
に
も
針
ロ
給
糧
、则 

不
肖
满
、或
以
長
惰
ド
.說

い
て
，之
の
點
を
非
難
し
て

.®

る
：。

又

前

に

援

い

た
.柏
村
吳
氏
重
.建
宗

.
猶

十

一

卷.

.
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1
3 1
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.

祠
都
に
於
て
は
条
子
热
予
孫
の
，

.

|

金
叙
も

1 :

蓋

道

：德

矣

坶

源

流

戚

傭

：：思

4

 

氏
諸
賢
之
所
能
幾
及

.

也
.

矣
と

¥

し

て

居

石

？.

而
.

も
仁
和

.

M

義

W

記
R

は
余
嘗
至
吳

S

范 

-
 

设
之
家
法
、宗
子
疋
位
於
廟
、則
祖
父
行
、俛
首
而

0

S

0

0

3

^

家
廟
治
之
、故
范

E

 

一
 

越
數
商
年
、無
受
罰
於
公
庭

#

蓋
以
文
正

M

»

I

 

#

皆
賴

0

 

s
 
M
法
可

#

而
.

行
也

ビ

云
ふ 

一' '
, 

1

] 8

る
義
敬
の

_

度
に
傾
倒
む

.

て
居
- 3

衣

. 0

で
、+

ニ

世

の

祖

^
方

法

と

云

ふ

て

明

の

鸾

文

帝 

.

li
e

忠
義
を
盡

. L

て
璲
扛
妃
身
を
沈
め
て
方

.

孝

孺

, 0
«

に
合

«

^

れ
龙
人
物
が
ぁ
る
の
で
、之
を 

I

 

餘
る
ヵ
满
肊
紅
寧
七
敎
忠
麵
を
雛
て
怒
姻
を
寄
附

1 ,
、收
入
の
ニ
を
似
て
祀
事
に
供
む
八
を
拟 

_ 

. 

て
.

，
族
め
鎵
漤
礫
葬
ゆ

.

费
用
乏
し
為
名
の
を

«

助
せ
し
め
又
靡
婦
孤
觉
老
疾
渚
を
養
极

1

む 

「
/

 

る
こ
と
、
し
乾
隆
七
年
に
敎
忠
祠
祭
田
條
自
を
定
め
た
の
で
ぁ
る
。
兪
樾
は
薅
興
陳
氏

^

田 

|

' 

記
K

於
て
夫
義
莊
泌
兼
祭
田
、而
韻
而

W

不
必

*

義

莊
、似

義
莊
爲
勝
矣

i

运
ふ
て
居
る
が

^

®

I、
、
， 

に
七
て

_
.霖
を

«

ぬ
る
铽
を
の
声
ね
苫
る
省
の
ょ
办
名
寧
ろ
實
際
上
取
る
可
き
で
ぁ

.る
0

蓋 

て 

し
方
避
は

®

城
派
古
文
派
の
祖

H

.

る
、
人
で

■

學
溝
の
侧
で
亦

o

た
の
で
剪
到
な
る
注 

一
 

意

I

て
敎
忠
厕

I

ぃ
乏
で
ぁ
る

"

連
花
池

S

妙
る

■

年
來
の
祖
業
を
寶
つ

S

.

”
. 

は
太
杧
世
の

.

雛̂
を
受
妙
为
が
全
く
敎
忠
祠
歡
立
妁
華
要
か

&
扭
で
た

.の
で
ぁ

.る
、
«

§
^

雜

n
.

 

.

.
m
0
.
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M

4

a

.
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i
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4
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\

、 
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'

BgsSESSS.^

•
淸
朝
で
梂
義
莊
を
怯
律
上
如
何
に
取
锻
つ
て
居
つ
た
か

^

云
ふ
に
归
部
則
例
の
田
赋
の

^

 

の
典
歲

®

避
^

ぅ

ち
S

賣
繁
領
地
の
滌
に
凡
盗
；廣
爾
遺
視
產
義

«

宗
：漏
等
項
、將

盜

寶

m

 

炎
情
謀

.

翼
者
分
別
治
罪

•

房

產

收

囘

給

族

長

收

管

、賣

© •

入

官

と

あ

る

。

即

ち

父

M

傅

來

の

叙
n

 

義
莊
単
廟
等
の
贵
賈
を
禁

必

.̂
4
の
：
で：毫
海
舊
慣
調
査
會
の
編
藥
せ
る
淸
國
行
政
法
第
二
锻 

ニ
六
九
質
和
は
皇
朝
政
典
類

»

鎞
五
を

«

别
1

て
此
例
バ
原
ャ
乾
隆
十
一
年
江
蘇
巡
撫
莊
翁 

恭
ノ
奏
議
二
依
ッ

.

難
^

各
.

省

-

通
行
，ス

,
一
一
至
少
シ
洋
ノ

.

、
如

見

え

て

'

居
る
。
又
江
蘇 

湛
W

初
編
薇
政
の
部
に
は
同
治
七
年
五
月
布
菏
杜
の

.

.

詳
«

即
ち
上

_

に
.

ょ
i

嗣
後
如
育
上
段 

I

祭
義
田
產

•

應
一
律

2

i

給
肩
勸
石
紈
守
、以

I

差
、而
歸

«

,

}

 

l

f j
t

て
居
る

。

. 

義
莊
を
良
立
す
る
に
方

办

公
認
を
請
求
し
た
も
の

\

あ
つ
た
場
合
に
は
取
极
を

0

一
 

仏
.

せ

,  ̂

4

 

I

た
の
で
あ
る
。
又
大
淸
會
典
事
例
の
禮
部
風
敎
の
部
旌
：表
樂
善
好
施

'0

0

K
は
凡
士
段 

ゾ
等
或

.

養
恤
狐
寡
或
損
資
膦
族

;

.
•
 

•:

實
與
地
方
有
裨
益

.

奢
、八

旗

由

該

都

統

具

霊

鍇

l i
-

I

該 

督
摘
項
纏
、构
邈
册
送
郞
、其

捐

猶

至

于

«

以
上
、或
©

栗

淮

値
I

兩
以
上
者

•
均

請
旨

0
1

眼
 

竿

】

翁

(
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論

說

麓
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诚
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五六

欽
定
樂
薺
好
施
宇
樣
、

; *

地
方
會
給
銀

.3 :

雨
、聽
本
家

.

自
狩

»

坊
、若
：所

_

不

疼

溝

、
請

旨

：交 

地
方
官
，給
扁
旌
賞
、仍
給

.

予
樂
善
好

.

施
字
櫞
云
令
と
あ

o

て
，ぅ

'

ち
.

に
義
«

に
.對

し

て

行

賞

し

た 

事
例
：を
も
擧
げ
て
居
る
。
臺

«

舊
.

憤
調
査
會
編
纂
の

.

臺

«,
私
法
第
奪
卷
第
壹
編
第
四
章
第
七 

節
に
詳
細
說
明

b

て
あ
る
公
業
は
臺
灣
に
於
け
る
祭
田
趑
に
之
に
類
似
せ
る
財
產
の
各
分
ま 

の
尊
有
た
る
私
業
と
異
れ
る
も
の
を

0
し
て
居
る
。
即
ち
義
莊
も
亦
之
に
屬
す
る
の
で
、顧
炎 

武
ヵ
范

K

の
義
府
を
推
撕
し
た
の
は
上
述
の
通
で
あ
る
が
錢
大
听
の
陸
氏
美
莊
記

R

據
る
に 

近
歲
立
義
莊
游
吳
縣
陶
氏
嵐
山
顧
氏
皆
經
大
府
題
奏
、得
遨
優
叙
と
あ
る
の
を
爲
る
と
顧

.

炎
^

 

め
子
孫
は
逾
に
父
齟
の
志
を
爲
し
力
名
の
と
思
は
る

\

馮
雄
芬
の
如
き
は
殊
に

_

莊

の

熱

• 

心
な
る
主
張
潜

で

校
.

®

抗
議
の
復
宗
法

_

に

M ;
て
は
義
莊
の
制
度
に
侬
て
祭
法
を
禅
典
せ 

ん
と
し
、注
氏
耕
蔭

_

莊
記
に
於
て
は

. «

仲

海

の
.

義
莊
を
評
し
て
說
者
謂
、得
宗
法
遺
意
焉
、公
問 

學
軒
天
地
、動
名

5

史
冊

、區
區

衣
，食、解
推
末

.®
？;

奚
足
爲
公
重

•

顧
大
賢
處
世
、建

一

策
擧
一
第
、

往 

往
錄
法
於
天
下
、可
傅
於
後
世
、是
擧
也
、前
無
所
承
、後
有
可
繼
、補
先
王
立
刺
於
巳
敝
、開
奕

_

食
_

於
無
爽
洵
非
公
莫
能
爲
、其
爲
功
德
亦
遠
矣
哉
と
贊

し
、ヌ

武
進
盛
氏
義
莊
記
に
於
て
は
三
代
邋

人
之
法
、至
贏
：政

.盡
矣
、吾
晋
縣
范
文
疋
へ
公
、生
.千
.餘

：年
.之

麵
、獨
_

然
有
麻
_

觀 

一：
爲
.立
.
♦
.

* 

/

l ?
l.
l

u

?§
f f
0̂
一
 

則
I

也
、
I

雖 

一
A

1

家

之

事

乎

、
而

實

有

合

於

三

代

；

_

環

>
ゴ

。

« 1
ロ

? :
|

“

ょ
6

 

0

人
主
笼
の
思
想

>

®

 

A

e

為
シ
ビ
云
ふ
て
あ
る

.

が
、支
那
の

fi
t

會
は
思

a

の
外
に
早
く

1

^
ノ

±

I

の
f

ヵ
實

t

せ
f

 

2

爲
に
、家
族
制
度
の
長
處
を
維
？

る

の

,

J &
U

か
.

起
つ

U

解
す
可
さ
で
あ
る
。

2

_

の

希

5

如
：く

 

^

の 

■

復

/?
得
る

I

P

!

 

u

m

i

莉
す
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
が
、明
治
四
十
一
年

I

s

 

r

 

鳥
に

I

 

二
蔣
ニ
千
百
九
十

i

l

u

た
。

i

;

f

w/
f

f

^

イ

女

告

外

の

财

產

ょ6
成

立

す

る

も

？

ぁ

つ5

多

數

は

土

地

ょ

る"

^

は

I

財產ヲ組成スレノモノン？

シ

5

1

ナルヵ？

公

.

コ
ト
？
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i

f

f

鋳
セ

動
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妨
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恰

I

財
產
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制
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ト
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ノ
結

f

生
ス
ヘ
キ
力

.

4

K

、

』

h A
f

、タ

>
本高人ニアダ

J
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V
所
ナ

V

へ
シ
。
然
レ 

直
ニ
公
業
制
堞
ヲ
廢
.止
 

特
一
一
公
業

ヲ

獎
勵
ス
ル

. 

ビ
て
公
業
の
弊
を
說
べ 

定
に
着
手

3

れ
た
普
國 

定
が
存
し
て
居
つ

/
a

が 

要
す
る
こ
ビ
に
定
め
ブ 

に
關
す
る
規
定
を
設
け 

又
は
資
產
を
家
族
の
爲 

7-

,
ド
纽
ち
家
產
と
も 

s
c

h
a

f
t

ビ
も
興

6

、家族 

と
す
る
財
園
法
人
な
ク 

除
い
た
も
の
と
見
て
差 

に
之
を
行
ふ
可
き
で
は 

主
義
の
思
潮
を
緩
和
す

論
說
敍
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第十二挑

'

ト

モ
祖
先
祭
祀

,
M
'俗

-
.容
■易
.

之̂
；
-̂

移
.ス
ヲ
，得
チ
.木 

ス
グ
ハ
不
能
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
又
策
ノ
得
：タ.

\

モ
ノ
ユ 

ノ
必
要
ナ
シ
ト
ナ
ス
モ
急
®

一一
 

之
力
0

0

ヲ
加
フ
へ
力 

に
急
な
る
の
傾

.が
見
え
て
居
る
。

フ
リ
ー
ド
ソ

大
王 

法
典
第

K
ff
i

第
四
章
第
威
節
に
家
財
圑

ppmilienstiftung 

現
行
獨
逸

.帝
國
民
法
で
は
財
團
法
人

.の
成
立
に
は
各

® 

>

ィ
セ
ン
の
民
法
施
行
法
は
第
一
.條
ょ

6

第
三
條

R

1 

て
居
る
。
而
し
て
こ
の
家
財
圏
は
前
揭
普
國
法
典
に
は 

め
に
提
供
し
た
も
の
で
あ
る

V」

云
ふ
の
で
あ
る
が
、

米

國 

世
襲
財
產

Familienfideikomm

w*
と
も
將
た
又
紙
族
典
有
財

を
し
て
敎
育
婚
嫁
扶
養
等
に
要
す
る
資
本
を
得
し
‘む

る
.

こ
l£c/ 

X
京
初
法
學
會
雜

M

^
十 

一

^
p 

、

と
5

へ
イ
第

::
:

娘
0
道教ー授

g

 —

文
參
照

B

ち
義
菜
力
£
祭

支
な

'

い

。

-{
«
:
襲

財

齑

ゃ

家

產

や

親

族

共

有

财

產

の

制

度
 

無
か
ら
ぅ
が
_

莊
若
く
は
之
に
類
似
の
制
度
に
依
て
滔 

る
こ
ビ
の
可
否
は
充
分
に
硏
究
の
價
が
あ

る
こ

と 
>

思

五八 モアテの

ノ 

K

リ
"

ラ
ズ
故
二

^

、上
揭
济

^

ヌ
O

O

H

當
時
に
制 

に
關
す
る
规 

邦

の
許
可

を 

つ
て
家
財

@1 

1

定
の
土
地

.

の
.

ホ*—

ムスノ

產 

c
e
m
e
m
d
e
r
-

 

乙

ビ
を
目
的 

亂
の
要
素
を 

は
勿
論
.

一

般 

々
た
る
個
人 

ふ
。

•

r

國

民

經

濟

の

基

礎

を

擴

大

す

可

し

m

切 

菩 

兵 

猶f

平
時
に
在
ぅ
て
は
外
國
質
易
の
途
開
け
、み
 

の
困
雛
を
伴

ふ
こ
と
な
く
し
て
之
を
充

2

.
1

1

國
民
の
本
時

及
非
常

時
に
於
け

る
®

嬰
を
遺
铖
な
.く
滿
足
せ
し
む
る
は
國
民
崖

、 f
r

の
” 

皆
と
す
る
所
た

る

や
云
ふ
ま
で
も
な
し
。
然
る
に 

外
有
無
相
通
ず
る
を
：以
て
、一
國
民
の
需
要
は
多
く

せ
し
む
る
を

#

る
の
常
な
ぅ
。
然
れ
ど
も
非
常
時
に
在
ぅ
て
或
は
貿
易
關
係
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